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広く知らせる 深く知ってもらう 一緒に考える 

廃棄物減量指導員への 
周知 

※令和 6 年 12 月 10 日時点自治体ホームページ掲載情報 

川崎市の廃棄物減量指導員は、ごみの減量とリサイクルの地域におけるボランティアリーダーとして、ま
た、市と市民のパイプ役として活動しています。廃棄物減量指導員制度は、市条例に規定されており、指導員
は自治会等からの推薦により約 1800 人、任期 2 年で川崎市長の委嘱を受けて活動しています。災害ごみにつ
いても、廃棄物減量指導員の協力のもと、地域住民に周知を図ることを想定しています。 

廃棄物減量指導員を対象に、災害廃棄物
に関する情報共有を着実に進めています。 

 
廃棄物減量指導員活動ハンドブックに

は、災害時にも生活ごみの収集日は同じで
あること、生ごみなどの腐敗しやすいもの
を優先的に収集すること、片付けごみはで
きるだけ敷地内に保管すること、敷地外に
置く場合は、指定した公園等の仮保管場所
に出すこと、災害時の収集の遅れや中止等
について記載されています。 
また、市内 7 区で年 3 回実施している

「廃棄物減量指導員連絡協議会」におい
て、災害支援の状況や 災害時のごみの出
し方についての情報共有を適宜行っていま
す。 

 
今後は、災害時のごみの出し方等につい

て、廃棄物減量指導員に限らず幅広い世代
に対して周知することが課題です。 
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取組内容 

 
取組むことになったきっかけ 

神奈川県川崎市 
● 人口※ 1,552,270 人 
● 自治会加入率 58％ 
● 実施時期 令和 5 年度 

川崎市 廃棄物減量指導員活動ハンドブックの抜粋 

 


